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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信を制限する制限エリアと通信を制限しない非制限エリア間の人の出入りをゲートの
開け閉めにより管理するゲートシステムであって、
　前記非制限エリアから前記制限エリアへ向かって前記ゲートを通過する人が所有してい
る携帯型無線端末に、前記制限エリア内で実施されるべき通信制限を要求する要求手段と
、
　前記要求手段による前記通信制限の要求に対する前記携帯型無線端末からの応答に基づ
いて、前記携帯型無線端末が前記通信制限に従った通信制限状態であるかを判別する判別
手段と、
　前記判別手段による判別の結果、前記携帯型無線端末が前記通信制限に従った通信制限
状態であると判別した場合は、前記ゲートを開けた状態にすることにより前記人の前記制
限エリアへの進入を許可し、前記通信制限が前記携帯型無線端末に許容されていない場合
は、前記ゲートを閉めた状態にすることにより前記人の前記制限エリアへの進入を規制す
る規制手段と、
　を有することを特徴とするゲートシステム。
【請求項２】
　前記ゲートシステムは、前記制限エリアから前記非制限エリアへ向かって前記ゲートを
通過する人が所有している携帯型無線端末の前記通信制限を解除する第１の解除手段を有
することを特徴とする請求項１に記載のゲートシステム。
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【請求項３】
　前記ゲートシステムは、前記ゲートを通過した携帯型無線端末の前記制限エリアへの入
退場を管理することを特徴とする請求項１に記載のゲートシステム。
【請求項４】
　前記ゲートシステムは、前記携帯型無線端末が前記ゲートを通過した時刻を併せて管理
することを特徴とする請求項３に記載のゲートシステム。
【請求項５】
　前記制限エリア内に所定の信号を送信し、前記要求手段により要求された通信制限を許
容した前記制限エリア内の携帯型無線端末の前記通信制限を解除する第２の解除手段を有
することを特徴とする請求項１に記載のゲートシステム。
【請求項６】
　通信を制限する制限エリアと通信を制限しない非制限エリア間の人の出入りをゲートの
開け閉めにより管理するゲートシステムの制御方法であって、
　前記ゲートシステムは、
　前記非制限エリアから前記制限エリアへ向かって前記ゲートを通過する人が所有してい
る携帯型無線端末に、前記制限エリア内で実施されるべき通信制限を要求し、
　前記通信制限の要求に対する前記携帯型無線端末からの応答に基づいて、前記携帯型無
線端末が前記通信制限に従った通信制限状態であるかを判別し、前記通信制限に従った通
信制限状態であると判別した場合は、前記ゲートを開けた状態にすることにより前記人の
前記制限エリアへの進入を許可し、前記通信制限が前記携帯型無線端末に許容されていな
いと判別した場合は、前記ゲートを閉めた状態にすることにより前記人の前記制限エリア
への進入を規制する
ことを特徴とするゲートシステムの制御方法。
【請求項７】
　前記ゲートシステムは、
前記制限エリアから前記非制限エリアへ向かって前記ゲートを通過する人が所有している
携帯型無線端末の前記通信制限を解除することを特徴とする請求項６に記載のゲートシス
テムの制御方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は人の出入りをゲートの開け閉めにより管理するゲートシステム及びその制御方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯電話等の無線通信システムにおいては、基本的に無線通信サービスエリア内で
あれば何処でもユーザの要望に従って無線通信が可能であり、通信を行う場所の所有者や
管理者の要望は無視されていた。
【０００３】
例えば、静寂な図書館や劇場、店舗、混雑した電車内等、場所の所有・管理者が通話を控
えることを要望している場所での通信に関しては、携帯型無線端末利用者の思惟とモラル
によって来たが、上記通信場所の所有・管理者の要望に応えられていなかった。
【０００４】
また、近年の無線回線通信速度の高速化により、大量のディジタルデータが無線回線を介
して伝送されることが可能となり、電子化された機密情報等が上記無線回線を介して不正
に伝送されるリスクも高くなって来た。
【０００５】
これらの対策として、無線リンクのために必須の無線通信システムの制御チャネルに通信
制限場所のみをカバーするレベル弱電界にて妨害波を重畳し、携帯型無線端末の接続を不
能にするジャミング装置が存在する。
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しかし、上記ジャミング装置の場合には、通信そのものを不能にするため、法規上医療機
関や劇場等の極限られた場所への設置のみしか認められておらず、一般の統括空間に応用
することはできない問題があった。
【０００６】
また、この問題に対し、特開平１１－３３１９４８号にて提案されている通信システム、
携帯無線機、通信機能制限装置には、通信機能の制限を行う場所に通信機能制限の情報を
通信制限場所のみをカバーするレベル弱電界にて制限情報を定常送信し、上記情報を受信
した無線端末が上記制限情報に従った機能制限を自律的に行なうという手法が提案されて
いた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記情報を受信した無線端末が上記制限情報に従った機能制限を自律的に行なうと、例え
ば、上述の図書館等のように多数の人が集まる場所で、無線端末の利用を強制的に制限す
ることができる。
【０００８】
しかし、上記特開平１１－３３１９４８号にて提案されている通信システムの場合には、
携帯型無線端末の動作モードを、当該携帯型無線端末の存在位置において、通信を行う場
所の所有者や管理者と当該携帯型無線端末所有者双方の要望に従った動作モードに自律的
に遷移させることができない課題があった。
【０００９】
　本発明は、通信を制限する制限エリアへ進入する人が所有する携帯型無線端末には、通
信場所管理者の要望する通信制限を要求し、通信場所管理者の要望する通信制限を許容し
ない携帯型無線端末を所有する人の制限エリアへの進入することを防止することにより、
通信場所管理者と携帯型無線端末の所有者の双方の要望が合った動作モードで携帯型無線
端末を動作させることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明のゲートシステムは、通信を制限する制限エリアと通信を制限しない非制限エリ
ア間の人の出入りをゲートの開け閉めにより管理するゲートシステムであって、前記非制
限エリアから前記制限エリアへ向かって前記ゲートを通過する人が所有している携帯型無
線端末に、前記制限エリア内で実施されるべき通信制限を要求する要求手段と、前記要求
手段による前記通信制限の要求に対する前記携帯型無線端末からの応答に基づいて、前記
携帯型無線端末が前記通信制限に従った通信制限状態であるかを判別する判別手段と、前
記判別手段による判別の結果、前記携帯型無線端末が前記通信制限に従った通信制限状態
であると判別した場合は、前記ゲートを開けた状態にすることにより前記人の前記制限エ
リアへの進入を許可し、前記通信制限が前記携帯型無線端末に許容されていない場合は、
前記ゲートを閉めた状態にすることにより前記人の前記制限エリアへの進入を規制する規
制手段と、を有することを特徴とする。
【００１１】
本発明のゲートシステムの制御方法は、通信を制限する制限エリアと通信を制限しない非
制限エリア間の人の出入りをゲートの開け閉めにより管理するゲートシステムの制御方法
であって、前記ゲートシステムは、前記非制限エリアから前記制限エリアへ向かって前記
ゲートを通過する人が所有している携帯型無線端末に、前記制限エリア内で実施されるべ
き通信制限を要求し、前記通信制限の要求に対する前記携帯型無線端末からの応答に基づ
いて、前記携帯型無線端末が前記通信制限に従った通信制限状態であるかを判別し、前記
通信制限に従った通信制限状態であると判別した場合は、前記ゲートを開けた状態にする
ことにより前記人の前記制限エリアへの進入を許可し、前記通信制限が前記携帯型無線端
末に許容されていないと判別した場合は、前記ゲートを閉めた状態にすることにより前記
人の前記制限エリアへの進入を規制することを特徴とする。
【００２０】
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【発明の実施の形態】
次に、添付図面を参照しながら本発明の携帯型無線端末、制御管理端末、無線通信システ
ム、無線エントランスシステム、無線通信決済システム、無線エントランスシステムの制
御方法、無線通信決済システムの制御方法、通信方法、コンピュータ読み取り可能な記憶
媒体及びコンピュータ・プログラムの実施の形態について説明する。
【００２１】
＜第１の実施の形態＞
図１に、本発明の携帯無線端末通信機能制御システムの一例として、鉄道会社が所有地（
空間）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システムの構成例を示す。
【００２２】
１０が鉄道会社の所有に起因する通信条件制限空間と非制限空間の境界、１１、１２が本
実施の形態の携帯無線端末との間で、無線通信媒体として汎用電子乗車券で用いられる非
接触ＩＣカードの無線回線を用いてローカル通信（通過中の携帯無線端末との通信）を行
う手段が設けられている自動改札機である。
【００２３】
また、１１１、１１２、１２１、１２２が上記非接触ＩＣカードの無線回線用電磁波の送
受信部、１３及び１４が通信条件制限の対象となる携帯無線端末の一例であり、上記非接
触ＩＣカードの無線回線での通信機能が付加された携帯電話端末である。１５が上記自動
改札機１１、１２が受取った情報を収集する鉄道会社サーバ、１６が上記携帯電話端末１
３、１４の加入している通信事業者の加入情報サーバ（課金管理やユーザプロファイル情
報の管理を司る）であり、双方のサーバ１５、１６はネットワークを介して接続されてい
る。
【００２４】
図２に、本発明の通信機能制限制御を享受するための携帯型無線端末の一例として、上記
システムに利用する携帯無線端末の機能ブロック図を示す。
図２において、２０１が無線部、２０２がベースバンド処理部、２０３が操作キーパット
、２０４が音声の符号化及び復号化を行う音声処理部、２０５が無線通信フレームの分解
組立部である。
【００２５】
２０６がＲＡＭ、２０７がＲＯＭ、２０８が比較手段を有する制御部、２０９が電池、２
１０、２１１が送受話部、２１２が表示部、２１３が加入者情報が格納されるとともに、
本実施の形態においてはマルチアプリケーションとして電子チケット（乗車券、ストアフ
リーカード）アプリケーションが同一カードに実装されているＩＣ(SIM)カード、２１４
がローカル通信（自動改札機との通信）用上記非接触ＩＣカードで用いられる無線回線用
電磁波の送受信部、２１５が上記信号の符号化及び復号化を司るローカル無線エンコーダ
・デコーダ部である。
【００２６】
図３に、本実施の形態のシステムにおいて、システム対応の携帯無線端末を携帯して自動
改札を通って通信条件制限空間（本実施の形態では駅構内）に進入する際のシステムシー
ケンスチャート例を示す。また、図４に本実施の形態のシステムにおいて、システム対応
の携帯無線端末を携帯して自動改札を通って通信条件制限空間（本実施の形態では駅構内
）から退出する際のシステムシーケンスチャート例を示す。
【００２７】
また、図８に本実施の形態における通信条件制限のうち、通信種別制限レベルの設定例を
示し、図９に本実施の形態における通信条件制限のうち、通信情報公開条件レベルの設定
例を示す。さらに、図１０及び図１１に機能制限機器（本実施の形態では自動改札機）と
携帯型無線端末（本実施の形態では携帯無線端末１３、１４）との間でローカル無線通信
回線（本実施の形態では非接触ＩＣカード用無線通信回線）を介して授受される制御信号
上の機能情報パラメータの構成例を示す。
【００２８】
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先ず、システム対応の携帯電話端末１３を携帯して自動改札を通って通信条件制限空間（
本実施の形態では駅構内）に進入する場合、先ず自動改札機１１と上記携帯無線端末の間
で非接触ＩＣカードの通信プロトコルによる通信リンクが設定（３０１）される。
【００２９】
次に、上記携帯電話に装着されているＩＣ(SIM)カード２１３の上記電子チケット（乗車
券、ストアフリーカード）アプリケーションとの間で関連のメッセージ交換（３０２）を
行った後、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管理アプリケーションとの間で通信
条件制限関連のメッセージの交換（３０３）を行なう。上記加入者情報管理アプリケーシ
ョンとの間で通信条件制限関連のメッセージの交換を詳細に示したのが、図１２である。
【００３０】
図１２では、自動改札機１１から通信機能制限要求信号（1201、図１０が情報パラメータ
）が送信される。これを、受信した携帯電話端末１３は、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の
加入者情報管理アプリケーションに対して、通信機能制限要求メッセージ（1202、図１０
が情報パラメータ）を送信する。
【００３１】
上記メッセージを受取った上記加入者情報管理アプリケーションは、上記加入者情報管理
エリア内に記憶されている上記加入ユーザが所望している享受通信サービスモード条件を
参照(1203)する。
【００３２】
上記加入者情報管理アプリケーションは、上記加入ユーザが所望している享受通信サービ
スモード条件と上記現在の在圏スペースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件
を比較し、上記通信制御要求条件が許容可能であれば、現在の在圏スペースでのスペース
管理者の要求する通信制御要求条件に従った情報パラメータ格納する。
【００３３】
上記条件を、上記通信制御要求条件が許容可能でなければ、上記加入ユーザが所望してい
る享受通信サービスモード条件に従った情報パラメータを格納し、制御対応情報返送メッ
セージ（1204）を携帯電話端末１３に返送する。上記携帯電話端末１３は、受信した上記
メッセージの情報パラメータに従った動作レベルに自己の動作状態を遷移させる。
【００３４】
通信機能制限許容の場合は、上記携帯電話端末１３は、指定された通信機能制限モードで
の動作モードに遷移した後に、また、通信機能制限を許容しない場合は、上記携帯電話端
末１３は、以前の動作モード状態を維持したまま、自動改札機１１に対して通信機能制限
確認信号（1205、図１１が情報パラメータ）を送信する。
【００３５】
上記通信機能制限確認信号を受信した自動改札機１１は、電子乗車券アプリケーションの
実行結果が成功かつ、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限が上記携帯
電話端末１３に受諾されていることを確認した後にゲートを開く（３０７、1206）。
【００３６】
また、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限が上記携帯電話端末１３に
受諾されていない場合や、上記通信機能制限確認信号の受信が出来ていないまま上記携帯
電話端末の携帯者が自動改札機１１を通過し鉄道会社の所有地（空間）に進入しようとし
た際にはゲートを閉じる（1207）。以上により、鉄道会社の所有地（空間）に存在する上
記携帯電話端末は全て空間管理者（鉄道会社）の許容する通信条件で動作するもののみと
なる。
【００３７】
次に、システム対応で且つ上記空間管理者（鉄道会社）の許容する通信条件で動作してい
る携帯電話端末１３を携帯して自動改札を通って通信条件制限空間（本実施の形態では駅
構内）より退出する場合、先ず自動改札機１２と上記携帯無線端末の間で非接触ＩＣカー
ドの通信プロトコルによる通信リンクが設定（図４の４０１）される。
【００３８】
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次に、上記携帯電話に装着されているＩＣ(SIM)カード２１３の上記電子チケット（乗車
券、ストアフリーカード）アプリケーションとの間で関連のメッセージ交換（４０２）を
行った後、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管理アプリケーションとの間で通信
条件制限関連のメッセージの交換（４０３）を行なう。上記加入者情報管理アプリケーシ
ョンとの間で通信条件制限関連のメッセージの交換を詳細に示したのが、図１２である。
【００３９】
但し、上記通信機能制限要求信号は、通信機能制限の解除を目的としているためパラメー
タとして付加される通信種別制限レベル（図８）及び通信情報公開条件レベル（図９）を
ともにレベル０（制限なし）に設定して自動改札機１２から通信機能制限要求信号（1201
、図１０が情報パラメータ）が送信される。
【００４０】
これを受信した携帯電話端末１３は、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管理アプ
リケーションに対して、通信機能制限要求メッセージ（1202、図１０が情報パラメータ）
を送信する。
【００４１】
上記メッセージを受取った上記加入者情報管理アプリケーションは、現在までの在圏スペ
ースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件に従った情報パラメータを破棄し、
現在の在圏スペースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件（通信条件制限の解
除）に従った情報パラメータ格納し、制御対応情報返送メッセージ（1204）を携帯電話端
末１３に返送する。上記携帯電話端末１３は、受信した上記メッセージの情報パラメータ
に従って動作レベルに自己の動作状態を遷移させる。
【００４２】
通信機能制限解除の場合は、上記携帯電話端末１３は、指定に従い通常の動作モードに遷
移した後に、また、通信機能制限解除が不能の場合は、上記携帯電話端末１３は、以前の
動作モード状態を維持したまま、自動改札機１２に対して通信機能制限確認信号（1205、
図１１が情報パラメータ）を送信する。
【００４３】
上記通信機能制限確認信号を受信した自動改札機は、電子乗車券アプリケーションの実行
結果が成功かつ、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限解除が上記携帯
電話端末１３に受諾されていることを確認した後にゲートを開く（４０９、1206）。
【００４４】
また、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限（通信機能制限解除）が上
記携帯電話端末１３に受諾されていない場合や、上記通信機能制限確認信号の受信が出来
ていないまま上記携帯電話端末の携帯者が自動改札機１１を通過し鉄道会社の所有地（空
間）より退出しようとした際にはゲートを閉じる（1207）。
【００４５】
以上により、鉄道会社の所有地（空間）から退出した上記携帯電話端末は全て空間管理者
（鉄道会社）の許容する通信条件を解除された状態で動作することとなる。
【００４６】
次に、上記自動改札機（１１、１２）と、通信回線にて接続された上記鉄道会社データサ
ーバ（１５）と、さらにネットワークを介して接続された上記移動通信事業者データサー
バ（１６）の働きの説明を行なう。
【００４７】
図１３に、上記システムの自動改札機－鉄道会社データサーバ－移動通信事業者データサ
ーバ間で授受される“無線端末在圏登録要求メッセージ”のパラメータフォーマット例、
図１４に同“無線端末在圏解除要求メッセージ”のパラメータフォーマットの例を示す。
【００４８】
先ず、上記鉄道会社の設定する通信制限空間に進入する場合、自動改札機１１は、ゲート
を開け（３０７）、上記通信条件制限の設定に成功した携帯電話端末１３を携帯した利用
者の進入を検出した際、自動改札機内部の計時手段より現在時刻を入手し、上記情報を入
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場時刻（年月日を含む）と認識して上記鉄道会社データサーバに対して通信回線を介して
“無線端末在圏登録要求”メッセージ（３０４、図１３が情報パラメータ）を送出する。
【００４９】
上記メッセージを受取った上記鉄道会社データサーバは、同メッセージで通知される上記
携帯電話端末に関する情報を、在圏中携帯無線端末情報として記憶するとともに、インタ
ーネット等の汎用ネットワークを介して接続されている上記携帯電話端末のサービスプロ
バイダである移動通信事業者のデータサーバに無線端末在圏登録要求”メッセージ（３０
５、図１３が情報パラメータ）を送出する。
【００５０】
上記メッセージを受取った上記移動通信事業者データサーバは、同メッセージで通知され
る上記携帯電話端末に関する情報より、上記携帯電話端末が上記鉄道会社の設定する通信
制限空間に在圏中として記憶し、上記メッセージの受信確認メッセージである“無線端末
在圏登録確認”メッセージ（３０６）を返送する。
【００５１】
これより後の上記携帯電話端末に対する通信制御に上記メッセージに対して通知される通
信条件（利用場所課金、リアルタイム通信禁止等の条件）に応じた制御を行なう。
【００５２】
次に、上記鉄道会社の設定する通信制限空間から退出する場合、自動改札機１２は、ゲー
トを開け（４０９）、上記通信条件制限の解放に成功した携帯電話端末１３を携帯した利
用者の退出を検出した際、自動改札機内部の計時手段より現在時刻を入手し、上記情報を
退出時刻（年月日を含む）と認識して上記鉄道会社データサーバに対して通信回線を介し
て“無線端末在圏解除要求”メッセージ（４０４、図１３が情報パラメータ）を送出する
。
【００５３】
上記メッセージを受取った上記鉄道会社データサーバは、同メッセージで通知される上記
携帯電話端末に関する情報を、在圏中携帯無線端末情報から抹消するとともに、インター
ネット等の汎用ネットワークを介して接続されている上記携帯電話端末のサービスプロバ
イダである移動通信事業者のデータサーバに無線端末在圏解除要求”メッセージ（４０５
、図１３が情報パラメータ）を送出する。
【００５４】
上記メッセージを受取った上記移動通信事業者データサーバは、同メッセージで通知され
る上記携帯電話端末に関する情報より、上記携帯電話端末が上記鉄道会社の設定する通信
制限空間に在圏中状態を解除し、上記メッセージの受信確認メッセージである“無線端末
在圏解除確認”メッセージ（４０７）を返送する。これより後の上記携帯電話端末に対す
る通信条件制限を解除し、通常の空間での通信制御を行なう。
【００５５】
以上のようにすれば、通信サービスプロバイダ（本実施の形態では移動通信事業者）側で
も、的確に上記携帯電話端末の通信制限実施空間への存在の有無を認識することが可能と
なり、通信空間利用に応じた的確な課金や通信機能制限を実現することが可能となる。
【００５６】
以上説明したように、規定空間内への進入時には、上記空間管理者の所望の通信機能状態
へ、規定空間外への退出時には、上記携帯型無線端末加入者の所望の通信機能状態への状
態制御を自律的に行なう。また、制御に応じない携帯型無線端末の進入または退出を未然
に防ぐことが可能となる。
【００５７】
さらに、自己が統括する空間内に存在する携帯型無線端末の状態・プロファイル情報の記
憶を自動的行なうことにより、上記統括空間内に存在する携帯型無線端末情報をリアルタ
イムで管理するとともにネットワークを介して上記携帯型無線端末のサービスプロバイダ
と相互に情報を交換することにより、携帯型無線端末の存在位置に応じた課金処理、通信
種別制限処理等を実現することを可能としている。
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【００５８】
＜第２の実施の形態＞
図５に、本実施の形態の携帯無線端末通信機能制御システムの一例である、鉄道会社が所
有地（空間）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システム（第１の実施の形態
のシステム）に、非常事態発生時の強制通信条件解除制御を付加したシステムである。
【００５９】
図５において、５１が上記鉄道会社の情報管理サーバ、５２が上記携帯無線端末を加入登
録させ通信サービスを提供するサービスプロバイダである移動通信事業者の情報管理サー
バ、５３が列車無線通信システム、５４が上記移動通信事業者の無線基地局、５５が上記
鉄道会社の情報管理サーバと上記移動通信事業者の情報管理サーバの通信を司る通信ネッ
トワーク（本実施の形態ではインターネット等の汎用ネットワークを想定）、５６が上記
移動通信事業者の専用ネットワーク、５７が上記鉄道会社の専用ネットワークである。
【００６０】
また、５００が上記携帯無線端末の通信制限状態を解除するための制御信号（５０２）を
送信する手段と、上記列車無線システムを介して非常情報（５０１）を通知する手段を有
する列車非常通信システムであり、非常事態（非常停止、事故、ハイジャック等）が列車
に生起した際に、列車内に在圏する上記携帯無線端末の通信制限を解除（５０３、５０４
）することを可能としている。具体的な情報の流れの例として、非常事態発生時の情報の
流れを図６に、非常事態解除時の情報の流れを図７に示す。
【００６１】
先ず、非常事態発生時の情報の流れから説明する。
非常事態（列車の非常停止、事故、ハイジャック等）を列車非常通信システム５００が検
出（６０１）した際に、列車無線システム５３、列車無線専用ネットワーク５７を介して
鉄道会社の情報管理サーバ５１に列車での非常事態の発生を通知（６０２）するとともに
、上記列車車内に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の発生に伴う通信制限の解除を
、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限解除情報を通知
（６０３）する。
【００６２】
なお、この際上記列車非常通信システム５００が、上記車内に在圏する携帯無線端末に対
して同報制御信号の送信を繰り返すことにより、携帯無線端末でのバースト受信エラーに
起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【００６３】
携帯無線端末側で非常事態の発生に起因する通信制限解除を認識（６０４）した際、上記
携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（５４、５６）に対し
て、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置登録処
理（６０５）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“非常事態
発生”情報を付加してある。
【００６４】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態発生”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態発生”に伴う位置登録処理の実行
を通知（６０６）する。
【００６５】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏する鉄
道会社（在圏空間管理者）を検索（６０７）し、上記鉄道会社の情報管理サーバに対して
ネットワークを介して上記非常事態発生列車への乗客情報として、上記携帯無線端末の加
入者に関するプロファイル情報を提供（６０８）する。
【００６６】
上記情報提供を受けた上記鉄道会社の情報管理サーバは、上記非常事態発生列車の乗員名
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簿に上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を反映（付加記憶）させる（６
０９）とともに、上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信制限が解除されたこと
を認識し、時刻（年月日情報を含む）とともに記憶（６１０）する。
【００６７】
次に、非常事態解除時の情報の流れを説明する。
非常事態（列車の非常停止、事故、ハイジャック等）の解除を列車非常通信システム５０
０が検出（７０１）した際、列車無線システム５３、列車無線専用ネットワーク５７を介
して鉄道会社の情報管理サーバ５１に列車での非常事態の解除を通知（７０２）するとと
もに、上記列車車内に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の解除に伴う通信制限の再
開を、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限再開情報を
通知（７０３）する。
【００６８】
なお、この際上記列車非常通信システム５００が、上記車内に在圏する携帯無線端末に対
して同報制御信号の送信を繰り返すことにより、携帯無線端末でのバースト受信エラーに
起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【００６９】
携帯無線端末側で非常事態の解除に起因する通信制限再開を認識（７０４）した際、上記
携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（５４、５６）に対し
て、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置登録処
理（７０５）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“非常事態
解除”情報を付加してある。
【００７０】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態解除”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態解除”に伴う位置登録処理の実行
を通知（７０６）する。
【００７１】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏する鉄
道会社（在圏空間管理者）を検索（７０７）し、上記鉄道会社の情報管理サーバに対して
ネットワークを介して上記非常事態解除列車への乗客情報として、上記携帯無線端末の加
入者に関するプロファイル情報を提供（７０８）する。
【００７２】
上記情報提供を受けた上記鉄道会社の情報管理サーバは、上記非常事態解除列車の乗員名
簿に上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を反映（付加記憶）させる（７
１０）とともに、上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信制限が再開されたこと
を認識し、時刻（年月日情報を含む）とともに記憶（７０９）する。
【００７３】
以上説明したように、本実施の形態においては、上述した通信条件制限システムに、上記
携帯無線端末の通信制限状態を解除するための制御信号を送信する送信手段と、上記列車
無線システムを介して非常情報を通知する通知手段とを有する列車非常通信システムを付
加した。
【００７４】
これにより、通信条件制限を施している統括空間内に在圏する携帯無線端末１３に対して
、非常事態発生時には通信条件制限の解除、非常事態解除時には通信条件制限の再開をス
ムーズに行なうことを可能とするとともに、非常事態の発生現場に在圏する携帯無線端末
の加入者情報を上記鉄道会社の情報管理サーバで入手して管理することにより、非常事態
に巻き込まれている利用者情報把握を迅速に行なうことが可能になる。
【００７５】
＜第３の実施の形態＞
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図１５は、本実施の形態の携帯無線端末通信機能制御システムの一例である、鉄道会社が
所有地（空間）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システム（第１の実施の形
態のシステム）での料金（通信場所コスト）負担スキームの模式図である。
【００７６】
１５１が上記携帯無線端末を加入登録させ通信サービスを提供するサービスプロバイダで
ある移動通信事業者の情報管理サーバ、１５２が上記携帯無線端末に対して通信場所を提
供した鉄道会社の情報管理サーバ、１５３が上記移動通信事業者の取引金融機関の情報管
理サーバ、１５４が上記鉄道会社の取引金融機関の情報管理サーバ、１５５が上記サーバ
間の情報通信を司るネットワーク（本実施の形態ではインターネットを想定）、１５６が
上記金融機関を相互に接続し様々な決済情報の通信を司る金融機関専用ネットワークであ
る。
【００７７】
料金（通信場所コスト）の支払の決算日になると（１５０１）、上記移動体通信事業者情
報管理サーバ１５１は、内部に記憶している通信記録情報より、通信場所提供者（本実施
の形態では鉄道会社）毎への支払額を算出し、宛先を上記通信場所提供者の指定する金融
機関として上記算出支払い額を支払うことを、自己の取り引き金融機関情報管理サーバ１
５３にネットワークを介して指示する（１５０２）。
【００７８】
上記要求を受付けた上記移動通信事業者の取引金融機関の情報管理サーバ１５３は、金融
機関の決済専用ネットワーク（１５６）を介して、指定された金融機関（上記鉄道会社の
取引金融機関）の情報管理サーバ１５４に対して指定額を支払う（１５０３）。
【００７９】
上記支払いを受取った上記鉄道会社の取引金融機関の情報管理サーバ１５４は、上記移動
通信事業者より料金（通信場所コスト）の支払があった旨を、上記鉄道会社の情報管理サ
ーバ１５２に通知（１５０４）する。
【００８０】
上記通知を受取った鉄道会社の情報管理サーバ１５２は、決算期間内の情報として記憶し
ている、上記料金（通信場所コスト）支払元移動通信事業者に加入登録している携帯無線
端末の在圏状況（但し、非常状態の期間は課金対象より除く）より算出した予想支払い金
額と通知された上記料金を比較する（１５０５）。
【００８１】
この比較の結果、金額が一致すれば、上記支払元移動通信事業者に対してネットワークを
介して受領通知を発行し（１５０６）、一致しなければ、再請求と双方の携帯無線端末在
圏記録の比較を、ネットワークを介して要求する（１５０７）。
【００８２】
以上により、通信場所提供者が、管理空間内での携帯無線端末の利用状況を的確に把握し
、料金（通信場所コスト）の正当性判定を自動的に、正確に行なうことが可能となる。
【００８３】
＜第４の実施の形態＞
図１６に本実施の形態の携帯無線端末通信機能制御システムの一例として、空港の搭乗ゲ
ート（空間）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システムの構成例を示す。
【００８４】
１６０が空港ロビーと搭乗ブリッジの境界であり且つ通信条件制限空間と非制限空間の境
界、１６１、１６２が本実施の形態の携帯無線端末との間で、無線通信媒体として汎用電
子乗車券で用いられる非接触ＩＣカードの無線回線を用いてローカル通信（通過中の携帯
無線端末との通信）を行う手段を備えたチケットゲート、１６１１、１６１２、１６２１
、１６２２が上記非接触ＩＣカードの無線回線用電磁波の送受信部、１６３、１６４が通
信条件制限の対象となる携帯無線端末の一例である。
【００８５】
上記非接触ＩＣカードの無線回線での通信機能が付加された携帯電話端末、１６５が上記



(11) JP 5049429 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

自動改札機に通信回線で接続され、自動改札が受取った情報を収集する航空会社情報管理
サーバ、１６６が上記携帯電話端末の加入している通信事業者の加入者情報サーバ（課金
管理やユーザプロファイル情報の管理を司る）であり、双方のサーバはネットワークを介
して接続されている。
【００８６】
図１７に、本実施の形態のシステムにおいて、システム対応の携帯無線端末を携帯してチ
ケットゲートを通って通信条件制限空間（本実施の形態では搭乗ブリッジ）に進入する際
のシステムシーケンスチャート例を示し、図１８に本実施の形態のシステムにおいて、シ
ステム対応の携帯無線端末を携帯してチケットゲートを通って通信条件制限空間（本実施
の形態では搭乗ブリッジ）から退出する際のシステムシーケンスチャート例を示す。
【００８７】
先ず、システム対応の携帯無線端末（１６３）を携帯してチケットゲートを通って通信条
件制限空間（本実施の形態では搭乗ブリッジ）に進入する場合、先ずチケットゲート（１
６１）と上記携帯無線端末（１６３）の間で非接触ＩＣカードの通信プロトコルによる通
信リンクが設定（１７０１）される。
【００８８】
次に、上記携帯電話に装着されているＩＣ(SIM)カード２１３の上記電子チケット（搭乗
券）アプリケーションとの間で関連のメッセージ交換（１７０２）を行った後、上記ＩＣ
(SIM)カード２１３の加入者情報管理アプリケーションとの間で通信条件制限関連のメッ
セージの交換（１７０３）を行なう。
【００８９】
上記加入者情報管理アプリケーションとの間で通信条件制限関連のメッセージの交換を詳
細に示したのが、図１２である。チケットゲート（１６１）から通信機能制限要求信号（
1201、図１０が情報パラメータ）が送信される。
【００９０】
これを受信した携帯電話端末（１６３）は、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管
理アプリケーションに対して、通信機能制限要求メッセージ（1202、図１０が情報パラメ
ータ）を送信する。
【００９１】
上記メッセージを受取った上記加入者情報管理アプリケーションは、上記加入者情報管理
エリア内に記憶されている上記加入ユーザが所望している享受通信サービスモード条件を
参照(1203)する。
【００９２】
上記加入者情報管理アプリケーションは、上記加入ユーザ所望している享受通信サービス
モード条件と上記現在の在圏スペースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件を
比較する。
【００９３】
この比較の結果、上記通信制御要求条件が許容可能であれば、現在の在圏スペースでのス
ペース管理者の要求する通信制御要求条件に従った情報パラメータ格納し、上記条件を、
上記通信制御要求条件が許容可能でなければ、上記加入ユーザが所望している享受通信サ
ービスモード条件に従った情報パラメータを格納し、制御対応情報返送メッセージ（1204
）を携帯電話端末（１６３）に返送する。上記携帯電話端末（１６３）は、受信した上記
メッセージの情報パラメータに従った動作レベルに自己の動作状態を遷移させる。
【００９４】
通信機能制限許容の場合は、上記携帯電話端末（１６４）は、指定された通信機能制限モ
ードでの動作モードに遷移した後に、また、通信機能制限を許容しない場合は、上記携帯
電話端末（１６３）は、以前の動作モード状態を維持したまま、チケットゲート（１６１
）に対して通信機能制限確認信号（1205、図１１が情報パラメータ）を送信する。
【００９５】
上記通信機能制限確認信号を受信したチケットゲートは、電子搭乗券アプリケーションの
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実行結果が成功かつ、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限が上記携帯
電話端末（１６４）に受諾されていることを確認した後にゲートを開く（１７０６、1206
）。
【００９６】
また、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限が上記携帯電話端末（１６
３）に受諾されていない場合や、上記通信機能制限確認信号の受信が出来ていないまま上
記携帯電話端末の携帯者がチケットゲート（１６１）を通過し搭乗ブリッジ内に進入しよ
うとした際にはゲートを閉じる（1207）。
【００９７】
以上により、搭乗ブリッジ以降に存在する上記携帯電話端末は全て空間管理者（航空会社
）の許容する通信条件で動作するもののみとなる。
【００９８】
次に、システム対応で且つ上記空間管理者（航空会社）の許容する通信条件で動作してい
る携帯無線端末（１６４）を携帯してチケットゲートを通って通信条件制限空間（本実施
の形態では搭乗ゲート内）より退出する場合、先ずチケットゲート（１６２）と上記携帯
無線端末の間で非接触ＩＣカードの通信プロトコルによる通信リンクが設定（１８０１）
される。
【００９９】
次に、上記携帯無線端末に装着されているＩＣ(SIM)カード２１３の上記電子チケット（
搭乗券）アプリケーションとの間で関連のメッセージ交換（１８０２）を行った後、上記
ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管理アプリケーションとの間で通信条件制限関連の
メッセージの交換（１８０３）を行なう。上記加入者情報管理アプリケーションとの間で
通信条件制限関連のメッセージの交換を詳細に示したのが、図１２である。
【０１００】
但し、上記通信機能制限要求信号は、通信機能制限の解除を目的としているためパラメー
タとして付加される通信種別制限レベル（図８）及び通信情報公開条件レベル（図９）を
ともにレベル０（制限なし）に設定してチケットゲート（１１）から通信機能制限要求信
号（1201、図１０が情報パラメータ）が送信される。
【０１０１】
これを受信した携帯電話端末（１６４）は、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管
理アプリケーションに対して、通信機能制限要求メッセージ（1202、図１０が情報パラメ
ータ）を送信する。
【０１０２】
上記メッセージを受取った上記加入者情報管理アプリケーションは、現在までの在圏スペ
ースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件に従った情報パラメータを破棄する
。
【０１０３】
そして、現在の在圏スペースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件（通信条件
制限の解除）に従った情報パラメータ格納し、制御対応情報返送メッセージ（1204）を携
帯電話端末（１６４）に返送する。
【０１０４】
上記携帯電話端末（１６４）は、受信した上記メッセージの情報パラメータに従って動作
レベルに自己の動作状態を遷移させる。通信機能制限解除の場合、上記携帯電話端末（１
６３）は、指定に従い通常の動作モードに遷移した後に、通信機能制限解除が不能の場合
、上記携帯電話端末（１６４）は、以前の動作モード状態を維持したまま、チケットゲー
ト（１６２）に対して通信機能制限確認信号（1205、図１１が情報パラメータ）を送信す
る。
【０１０５】
上記通信機能制限確認信号を受信したチケットゲートは、電子搭乗券アプリケーションの
実行結果が成功かつ、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限解除が上記
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携帯電話端末（１６３）に受諾されていることを確認した後にゲートを開く（１８０６、
1206）。
【０１０６】
また、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限（通信機能制限解除）が上
記携帯電話端末（１６４）に受諾されていない場合や、上記通信機能制限確認信号の受信
が出来ていないまま上記携帯電話端末の携帯者がチケットゲート（１６２）を通過し搭乗
ゲート外に退出しようとした際にはゲートを閉じる（1207）。
【０１０７】
以上により、搭乗ゲートから退出した上記携帯電話端末は全て空間管理者（航空会社）の
許容する通信条件を解除された状態で動作することとなる。
【０１０８】
次に、上記チケットゲート（１６１、１６２）と、通信回線にて接続された上記航空会社
データサーバ（１６５）と、さらにネットワークを介して接続された上記移動通信事業者
データサーバ（１６６）の働きの説明を行なう
【０１０９】
先ず、上記航空会社の設定する通信制限空間（搭乗ゲート内）に進入する場合、チケット
ゲート（１６１）は、ゲートを開け（１７０６）、上記通信条件制限の設定に成功した携
帯電話端末（１６４）を携帯した利用者の進入を検出した際、チケットゲート内部の計時
手段より現在時刻を入手し、上記情報を入場時刻（年月日を含む）と認識して上記航空会
社データサーバに対して通信回線を介して“無線端末在圏登録要求”メッセージ（１７０
４）を送出する。
【０１１０】
上記メッセージを受取った上記航空会社データサーバは、同メッセージで通知される上記
携帯電話端末に関する情報を、在圏中携帯無線端末情報として記憶するとともに、インタ
ーネット等の汎用ネットワークを介して接続されている上記携帯電話端末のサービスプロ
バイダである移動通信事業者のデータサーバに無線端末在圏登録要求”メッセージ（１７
０５）を送出する。
【０１１１】
上記メッセージを受取った上記移動通信事業者データサーバは、同メッセージで通知され
る上記携帯電話端末に関する情報より、上記携帯電話端末が上記航空会社の設定する通信
制限空間に在圏中として記憶し、上記メッセージの受信確認メッセージである“無線端末
在圏登録確認”メッセージ（１７０７）を返送する。
【０１１２】
これより後の上記携帯電話端末に対する通信制御に上記メッセージに対して通知される通
信条件（利用場所課金、リアルタイム通信禁止等の条件）に応じた制御を行なう。
【０１１３】
また、チケットゲート側で搭乗手続の終了（時刻、或いはオペレータの操作）を検出した
際、上記通信回線を介して“搭乗締切通知”メッセージ（１７０９）を送信する。
【０１１４】
上記“搭乗締切通知”メッセージを受取った航空会社情報管理サーバ（１６５）は、上記
搭乗ゲート内に存在する携帯無線端末が加入している移動通信事業者情報管理サーバ（１
６６）に対して、“搭乗締切通知”メッセージ（１７１０）を送信する。
【０１１５】
上記メッセージを受信した移動通信事業者情報管理サーバ（１６６）は、応答情報として
、搭乗ゲート内に在圏する端末に関する加入者ユーザプロファイル等、搭乗者名簿の作成
に必要な情報を返送する。
【０１１６】
上記搭乗ゲート内に存在する携帯無線端末が加入している全ての移動通信事業者の情報管
理サーバから上記情報を入手した航空会社情報管理サーバ（１６５）は、上記情報に従っ
て、上記搭乗ゲートから出発する該当便の搭乗者名簿を自動更新する。
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【０１１７】
次に、搭乗者ゲートから退出する場合、チケットゲート（１６２）は、ゲートを開け（１
８０９）、上記通信条件制限の解放に成功した携帯電話端末（１６３）を携帯した利用者
の退出を検出した際、自動改札機内部の計時手段より現在時刻を入手し、上記情報を退出
時刻（年月日を含む）と認識して上記航空会社情報管理サーバに対して通信回線を介して
“無線端末在圏解除要求”メッセージ（１８０３、図１３が情報パラメータ）を送出する
。
【０１１８】
上記メッセージを受取った上記航空会社情報管理サーバは、同メッセージで通知される上
記携帯電話端末に関する情報を、在圏中携帯無線端末情報から抹消するとともに、インタ
ーネット等の汎用ネットワークを介して接続されている上記携帯電話端末のサービスプロ
バイダである移動通信事業者のデータサーバに無線端末在圏解除要求”メッセージ（１８
０４、図１３が情報パラメータ）を送出する。
【０１１９】
上記メッセージを受取った上記移動通信事業者データサーバは、同メッセージで通知され
る上記携帯電話端末に関する情報より、上記携帯電話端末が上記航空会社の設定する通信
制限空間に在圏中状態を解除し、上記メッセージの受信確認メッセージである“無線端末
在圏解除確認”メッセージ（１８０５）を返送する。これより後の上記携帯電話端末に対
する通信条件制限を解除し（１８１０）、通常の空間での通信制御を行なう。
【０１２０】
通信サービスプロバイダ（本実施の形態では移動通信事業者）側でも、的確に上記携帯電
話端末の通信制限実施空間への存在の有無を認識することが可能となり、通信空間利用に
応じた的確な課金や通信機能制限、及び航空機への搭乗者名簿の自動更新（１８１１）を
実現することが可能となる。
【０１２１】
以上説明したように、規定空間内への進入時には、上記空間管理者の所望の通信機能状態
へ、規定空間外への退出時には、上記携帯型無線端末加入者の所望の通信機能状態への状
態制御を自律的に行なうことができる。
【０１２２】
また、制御に応じない携帯型無線端末の進入または退出を未然に防ぐことが可能となると
ともに、自己が統括する空間内に存在する携帯型無線端末の状態、及びプロファイル情報
の記憶を自動的行なうことにより、上記統括空間内に存在する携帯型無線端末情報をリア
ルタイムで管理することができる。
【０１２３】
また、ネットワークを介して上記携帯型無線端末のサービスプロバイダと相互に情報を交
換することにより、携帯型無線端末の存在位置に応じた課金処理、通信種別制限処理、ま
た航空機への搭乗者プロファイルの自動把握を実現し、航空券予約者と実際の搭乗者が異
なる際の搭乗者名簿の自動更新を実現することができる。
【０１２４】
＜第５の実施の形態＞
図１９に、本実施の形態の携帯無線端末通信機能制御システムの一例を示す。本実施の形
態のシステムは、航空会社が機内（空間）で通信機能制御を実施する際の通信機能制限シ
ステム（第４の実施の形態のシステム）に、非常事態発生時の強制通信条件解除制御を付
加したシステムである。
【０１２５】
図１９において、１９１が上記航空会社の情報管理サーバ、１９２が上記携帯無線端末を
加入登録させ通信サービスを提供するサービスプロバイダである移動通信事業者の情報管
理サーバ、１９３が航空無線通信システム、１９４が上記移動通信事業者の無線基地局、
１９５が上記航空会社の情報管理サーバと上記移動通信事業者の情報管理サーバの通信を
司る通信ネットワーク（本実施の形態ではインターネット等の汎用ネットワークを想定）
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である。
【０１２６】
１９６が上記移動通信事業者の専用ネットワーク、１９７が上記航空会社の専用ネットワ
ーク、１９００が上記携帯無線端末の通信制限状態を解除するための制御信号（１９０２
）を送信する手段と、上記航空無線システムを介して非常情報（１９０１）を通知する手
段を有する航空非常通信システムであり、航空機に、非常事態（非常停止、事故、ハイジ
ャック等）が生起した際、航空機内に在圏する上記携帯無線端末の通信制限を解除（１９
０３、１９０４）することを可能としている。
【０１２７】
具体的な情報の流れの例として、非常事態発生時の情報の流れを図２０に、非常事態解除
時の情報の流れを図２１に示す。
【０１２８】
先ず、非常事態発生時の情報の流れから説明する。非常事態（航空機の非常停止、事故、
ハイジャック等）を航空機非常通信システム（１９００）が検出した（２００１）際、航
空無線システム（１９３）、航空無線専用ネットワーク（１９７）を介して航空会社の情
報管理サーバ（１９１）に航空機での非常事態の発生を通知（２００２）する。
【０１２９】
また、上記航空機内に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の発生に伴う通信制限の解
除を、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限解除情報を
通知（２００３）する。なお、この際上記航空機非常通信システム（１９００）が、上記
機内に在圏する携帯無線端末に対して同報制御信号の送信を繰り返すことにより、携帯無
線端末でのバースト受信エラーに起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【０１３０】
携帯無線端末側で非常事態の発生に起因する通信制限解除を認識（２００４）した際、上
記携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（１９４、１９６）
に対して、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置
登録処理（２００５）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“
非常事態発生”情報を付加してある。
【０１３１】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態発生”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態発生”に伴う位置登録処理の実行
を通知（２００６）する。
【０１３２】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏する航
空会社（在圏空間管理者）を検索し（２００７）、上記航空会社の情報管理サーバに対し
てネットワークを介して上記非常事態発生航空への乗客情報として、上記携帯無線端末の
加入者に関するプロファイル情報を提供（２００８）する。
【０１３３】
上記情報提供を受けた上記航空会社の情報管理サーバは、上記非常事態発生航空機の乗員
名簿に上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を反映（付加記憶）させる（
２００９）とともに、上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信制限が解除された
ことを認識し、時刻（年月日情報を含む）とともに記憶する（２０１０）。
【０１３４】
次に、非常事態解除時の情報の流れを説明する。
非常事態（航空機の非常停止、事故、ハイジャック等）の解除を航空機非常通信システム
（１９００）が検出（２１０１）した際、航空無線システム（１９３）、航空無線専用ネ
ットワーク（１９７）を介して航空会社の情報管理サーバ（１９１）に航空機での非常事
態の解除を通知（２１０２）する。
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【０１３５】
また、上記航空機内に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の解除に伴う通信制限の再
開を、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限再開情報を
通知（２１０３）する。なお、この際上記航空機非常通信システム（１９００）が、上記
機内に在圏する携帯無線端末に対して同報制御信号の送信を繰り返すことにより、携帯無
線端末でのバースト受信エラーに起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【０１３６】
携帯無線端末側で非常事態の解除に起因する通信制限再開を認識（２１０４）した際、上
記携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（１９４、１９６）
に対して、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置
登録処理（２１０５）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“
非常事態解除”情報を付加してある。
【０１３７】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態解除”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態解除”に伴う位置登録処理の実行
を通知（２１０６）する。
【０１３８】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏する航
空会社（在圏空間管理者）を検索（２１０７）し、上記航空会社の情報管理サーバに対し
てネットワークを介して上記非常事態解除航空機への乗客情報として、上記携帯無線端末
の加入者に関するプロファイル情報を提供（２１０８）する。
【０１３９】
上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信制限が再開されたことを認識し、時刻（
年月日情報を含む）とともに記憶（２１０９）する。また、上記情報提供を受けた上記航
空会社の情報管理サーバは、上記非常事態解除航空機の乗員名簿に上記携帯無線端末の加
入者に関するプロファイル情報を反映（付加記憶）させる（２１１０）。
【０１４０】
以上説明したように、本実施の形態によれば、上述した通信条件制限システムに、上記携
帯無線端末の通信制限状態を解除するための制御信号を送信する手段と、上記航空無線シ
ステムを介して非常情報を通知する手段を有する航空機非常通信システムを付加したので
、通信条件制限を施している統括空間内に在圏する携帯無線端末に対して、非常事態発生
時には通信条件制限の解除、非常事態解除時には通信条件制限の再開をスムーズに行なう
ことを可能とする。
【０１４１】
また、非常事態の発生現場に在圏する携帯無線端末の加入者情報を上記航空会社の情報管
理サーバで入手して管理することにより、非常事態に巻き込まれている利用者情報把握を
迅速に行なうことが可能にする。
【０１４２】
＜第６の実施の形態＞
図２２に、本実施の形態の携帯無線端末通信機能制御システムの一例として、建物（空間
）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システムの構成例を示す。
【０１４３】
２２０が建物内と建物外との境界であり且つ通信条件制限空間と非制限空間の境界、２２
１、２２２が本実施の形態の携帯無線端末との間で、無線通信媒体として汎用電子乗車券
で用いられる非接触ＩＣカードの無線回線を用いてローカル通信（通過中の携帯無線端末
との通信）を行う手段が設けられている回転自動ドア、２２１１、２２２１が上記非接触
ＩＣカードの無線回線用電磁波の送受信部、２２３が通信条件制限の対象となる携帯無線
端末、２２４が上記非接触ＩＣカードの無線回線での通信機能が付加された携帯電話端末
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である。
【０１４４】
２２５が上記回転自動ドアに通信回線で接続され、回転ドアが受取った情報を収集するテ
ナント情報管理サーバ、２２６が上記携帯電話端末の加入している通信事業者の加入者情
報サーバ（課金管理やユーザプロファイル情報の管理を司る）であり、双方のサーバはネ
ットワークを介して接続されている。
【０１４５】
図２３に、本実施の形態のシステムにおいて、システム対応の携帯無線端末を携帯して回
転自動ドアを通って通信条件制限空間（本実施の形態では建物内）に進入する際のシステ
ムシーケンスチャート例を示し、図２４に本実施の形態のシステムにおいて、システム対
応の携帯無線端末を携帯して回転自動ドアを通って通信条件制限空間（本実施の形態では
建物内）から退出する際のシステムシーケンスチャート例を示す。
【０１４６】
先ず、システム対応の携帯無線端末（２２３）を携帯して回転自動ドアを通って通信条件
制限空間（本実施の形態では建物内）に進入する場合、先ず回転自動ドア（２２１）と上
記携帯無線端末の間で非接触ＩＣカードの通信プロトコルによる通信リンクが設定（２３
０１）される。
【０１４７】
上記ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管理アプリケーションとの間で通信条件制限関
連のメッセージの交換（２３０２）を行なう。上記加入者情報管理アプリケーションとの
間で通信条件制限関連のメッセージの交換を詳細に示したのが、図１２である。
【０１４８】
回転自動ドア（２２１）から通信機能制限要求信号（1201、図１０が情報パラメータ）が
送信される。これを受信した携帯電話端末（１６３）は、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の
加入者情報管理アプリケーションに対して、通信機能制限要求メッセージ（1202、図１０
が情報パラメータ）を送信する。
【０１４９】
上記メッセージを受取った上記加入者情報管理アプリケーションは、上記加入者情報管理
エリア内に記憶されている上記加入ユーザが所望している享受通信サービスモード条件を
参照(1203)する。
【０１５０】
上記加入者情報管理アプリケーションは、上記加入ユーザ所望している享受通信サービス
モード条件と上記現在の在圏スペースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件を
比較し、上記通信制御要求条件が許容可能であれば、現在の在圏スペースでのスペース管
理者の要求する通信制御要求条件に従った情報パラメータ格納する。
【０１５１】
そして、上記条件を、上記通信制御要求条件が許容可能でなければ、上記加入ユーザが所
望している享受通信サービスモード条件に従った情報パラメータを格納し、制御対応情報
返送メッセージ（1204）を携帯電話端末（２２３）に返送する。上記携帯電話端末（２２
３）は、受信した上記メッセージの情報パラメータに従った動作レベルに自己の動作状態
を遷移させる。
【０１５２】
通信機能制限許容の場合、上記携帯電話端末（２２４）は、指定された通信機能制限モー
ドでの動作モードに遷移した後に、通信機能制限を許容しない場合、上記携帯電話端末（
２２３）は、以前の動作モード状態を維持したまま、回転自動ドア（２２１）に対して通
信機能制限確認信号（1205、図１１が情報パラメータ）を送信する。
【０１５３】
上記通信機能制限確認信号を受信した回転自動ドアは、上記信号のパラメータより自己の
要求する通信機能制限が上記携帯電話端末（２２４）に受諾されていることを確認した後
にゲートを開く（２３０７、1206）。
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【０１５４】
また、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限が上記携帯電話端末（２２
１３）に受諾されていない場合や、上記通信機能制限確認信号の受信が出来ていないまま
上記携帯電話端末の携帯者が回転自動ドア（２２１）を通過し建物内に進入しようとした
際にはゲートを閉じる（1207）。以上により、建物内に存在する上記携帯電話端末は全て
空間管理者（テナント管理事業者）の許容する通信条件で動作するもののみとなる。
【０１５５】
次に、システム対応で且つ上記空間管理者（テナント管理事業者）の許容する通信条件で
動作している携帯無線端末（２２４）を携帯して回転自動ドアを通って通信条件制限空間
（本実施の形態では建物内）より退出する場合、先ず回転自動ドア（２２２）と上記携帯
無線端末の間で非接触ＩＣカードの通信プロトコルによる通信リンクが設定（２４０１）
される。
【０１５６】
次に、上記携帯電話に装着されているＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管理アプリケ
ーションとの間で通信条件制限関連のメッセージの交換（２４０２）を行なう。上記加入
者情報管理アプリケーションとの間で通信条件制限関連のメッセージの交換を詳細に示し
たのが、図１２である。
【０１５７】
但し、上記通信機能制限要求信号は、通信機能制限の解除を目的としているためパラメー
タとして付加される通信種別制限レベル（図８）及び通信情報公開条件レベル（図９）を
ともにレベル０（制限なし）に設定してチケットゲート（１１）から通信機能制限要求信
号（1201、図１０が情報パラメータ）が送信される。
【０１５８】
これを受信した携帯電話端末（２２４）は、上記ＩＣ(SIM)カード２１３の加入者情報管
理アプリケーションに対して、通信機能制限要求メッセージ（1202、図１０が情報パラメ
ータ）を送信する。
【０１５９】
上記メッセージを受取った上記加入者情報管理アプリケーションは、現在までの在圏スペ
ースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件に従った情報パラメータを破棄し、
現在の在圏スペースでのスペース管理者の要求する通信制御要求条件（通信条件制限の解
除）に従った情報パラメータ格納し、制御対応情報返送メッセージ（1204）を携帯電話端
末（２２４）に返送する。上記携帯電話端末（２２４）は、受信した上記メッセージの情
報パラメータに従って動作レベルに自己の動作状態を遷移させる。
【０１６０】
通信機能制限解除の場合、上記携帯電話端末（２２３）は、指定に従い通常の動作モード
に遷移した後に、通信機能制限解除が不能の場合、上記携帯電話端末（２２４）は、以前
の動作モード状態を維持したまま、回転自動ドア（２２２）に対して通信機能制限確認信
号（1205、図１１が情報パラメータ）を送信する。
【０１６１】
上記通信機能制限確認信号を受信した回転自動ドアは、上記信号のパラメータより自己の
要求する通信機能制限解除が上記携帯電話端末（２２３）に受諾されていることを確認し
た後にゲートを開く（２４０７、1206）。
【０１６２】
また、上記信号のパラメータより自己の要求する通信機能制限（通信機能制限解除）が上
記携帯電話端末（２２４）に受諾されていない場合や、上記通信機能制限確認信号の受信
が出来ていないまま上記携帯電話端末の携帯者がチケットゲート（２２２）を通過し搭乗
ゲート外に退出しようとした際にはゲートを閉じる（1207）。以上により、搭乗ゲートか
ら退出した上記携帯電話端末は全て空間管理者（テナント管理事業者）の許容する通信条
件を解除された状態で動作することとなる。
【０１６３】
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次に、上記回転自動ドア（２２１、２２２）と、通信回線にて接続された上記テナント管
理事業者データサーバ（２２５）と、さらにネットワークを介して接続された上記移動通
信事業者データサーバ（２２６）の働きの説明を行なう。
【０１６４】
先ず、上記テナント管理事業者の設定する通信制限空間（建物内）に進入する場合、回転
自動ドア（２２１）は、ゲートを開け（２３０７）、上記通信条件制限の設定に成功した
携帯電話端末（２２４）を携帯した利用者の進入を検出した際、回転自動ドア内部の計時
手段より現在時刻を入手し、上記情報を入場時刻（年月日を含む）と認識して上記テナン
ト管理事業者データサーバに対して通信回線を介して“無線端末在圏登録要求”メッセー
ジ（２３０３）を送出する。
【０１６５】
上記メッセージを受取った上記テナント管理事業者データサーバは、同メッセージで通知
される上記携帯電話端末に関する情報を、在圏中携帯無線端末情報として記憶するととも
に、インターネット等の汎用ネットワークを介して接続されている上記携帯電話端末のサ
ービスプロバイダである移動通信事業者のデータサーバに無線端末在圏登録要求”メッセ
ージ（２３０４）を送出する。
【０１６６】
上記メッセージを受取った上記移動通信事業者データサーバは、同メッセージで通知され
る上記携帯電話端末に関する情報より、上記携帯電話端末が上記テナント管理事業者の設
定する通信制限空間に在圏中として記憶し、上記メッセージの受信確認メッセージである
“無線端末在圏登録確認”メッセージ（２３０５）を返送する。
【０１６７】
これより後の上記携帯電話端末に対する通信制御に上記メッセージに対して通知される通
信条件（利用場所課金、リアルタイム通信禁止、利用者プロファイルの公開等の条件）に
応じた制御を行なう。
【０１６８】
また、上記利用者プロファイルの公開が通信条件に設定されている場合には、上記移動通
信事業者データサーバより、上記無線端末の詳細な加入者情報（氏名、職業、住所、…）
を上記テナント管理事業者データサーバに提供（２３０６）し、同情報を受取った上記テ
ナント管理事業者データサーバは、テナント内の所在者情報を更新（２３０８）する。
【０１６９】
次に、建物から退出する場合、回転自動ドア（２２２）は、ゲートを開け（２４０７）、
上記通信条件制限の解放に成功した携帯電話端末（２２３）を携帯した利用者の退出を検
出した際、回転自動ドア内部の計時手段より現在時刻を入手し、上記情報を入場時刻（年
月日を含む）と認識して上記航空会社情報管理サーバに対して通信回線を介して“無線端
末在圏解除要求”メッセージ（２４０３、図１３が情報パラメータ）を送出する。
【０１７０】
上記メッセージを受取った上記テナント管理事業者情報管理サーバは、同メッセージで通
知される上記携帯電話端末に関する情報を、在圏中携帯無線端末情報から抹消するととも
に、インターネット等の汎用ネットワークを介して接続されている上記携帯電話端末のサ
ービスプロバイダである移動通信事業者のデータサーバに無線端末在圏解除要求”メッセ
ージ（２４０４、図１３が情報パラメータ）を送出する。
【０１７１】
　上記メッセージを受取った上記移動通信事業者データサーバは、同メッセージで通知さ
れる上記携帯電話端末に関する情報より、上記携帯電話端末が上記テナント管理事業者の
設定する通信制限空間に在圏中状態を解除し、上記メッセージの受信確認メッセージであ
る"無線端末在圏解除確認"メッセージ（２４０５）を返送する。これより後の上記携帯電
話端末に対する通信条件制限を解除し、通常の空間での通信制御を行なう。また、在圏解
除端末に関する各種情報を提供する（２４０６）。上記情報を受取った上記テナント管理
事業者データサーバは、テナント内の所在者情報を更新（２４０８）する。また、上記通
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信機能制限確認信号を受信した回転自動ドアは、上記信号のパラメータより自己の要求す
る通信機能制限が上記携帯電話端末（２２４）に受諾されていることを確認した後にゲー
トを開く（２４０７、１２０６）。
【０１７２】
通信サービスプロバイダ（本実施の形態では移動通信事業者）側でも、的確に上記携帯電
話端末の通信制限実施空間への存在の有無を認識することが可能となり、通信空間利用に
応じた的確な課金や通信機能制限、及びテナント内所在者情報の自動更新を実現すること
が可能となる。
【０１７３】
また、上記建物内で上記携帯電話端末に、通信情報開示制限が設定されている際の制御シ
ーケンス例を図２５に示す。なお、法規定（通信傍受法）への対応として上記移動体通信
事業者の情報管理サーバには、指定無線端末の通信内容を一時的に記録・再生する手段を
有することを前提としている。
【０１７４】
先ず、上記携帯電話端末が建物内において無線回線の設定を行なう際、接続可能な加入移
動通信事業者の無線ネットワークを介して無線通信回線の設定処理（２５０１）を行なう
。
【０１７５】
上記設定を受付けた上記移動通信事業者の無線ネットワークは、上記移動通信事業者の情
報管理サーバに対して上記携帯電話端末が無線回線の設定を行ったことを通知（２５０２
）する。
【０１７６】
上記移動通信事業者の情報管理サーバは、今回無線回線の設定携帯電話端末が通信内容公
開対象の無線端末か否かを判定（２５０３）し、公開対象端末であれば、上記テナント管
理事業者情報サーバに対してネットワーク（本実施の形態ではインターネットを想定）を
介して通信制限対象無線端末である上記携帯電話端末の通信開始を通知する。
【０１７７】
また、今回の通信のプロファイル（通信相手電話番号、情報伝達能力等）を通知（２５０
４）し、上記通知を受取った上記テナント管理事業者情報サーバは、上記通信のプロファ
イルを入手し、サーバ内の計時手段より入手した時刻情報とともに記憶する（２５０５）
。
【０１７８】
加入者情報モジュール（本実施の形態ではＩＣカード）と上記移動通信事業者の無線ネッ
トワーク間認証処理（２５０６）の成功後、通信（２５０７）が可能となる。
【０１７９】
通信の終了に伴う無線回線の切断処理（２５０８）の後、上記移動通信事業者の無線ネッ
トワークより上記通信内容公開対象の無線端末の回線切断情報を受取った上記移動通信事
業者の情報管理サーバは、上記テナント管理事業者情報サーバに対してネットワークを介
して通信制限対象無線端末である上記携帯電話端末の通信終了を通知する。
【０１８０】
また、自己内部に一時記録済みの今回の通信内容情報を通知（２５１０）し、上記通知を
受取った上記テナント管理事業者情報サーバは、上記通信の内容を入手し、先に記憶済み
の通信プロファイルと併せて記録（２５１１）する。これにより、建物内での無線通信の
状況・内容の記録を上記テナント管理事業者サーバにて自動的に行なうことが可能となる
。
【０１８１】
＜第７の実施の形態＞
図２６に、本実施の形態の携帯無線端末通信機能制御システムの一例を示す。
本実施の形態は、テナント管理事業者が建物内（空間）で通信機能制御を実施する際の通
信機能制限システム（第５の実施の形態のシステム）に、非常事態発生時の強制通信条件
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解除制御を付加したシステムである。
【０１８２】
図２６において、２６１が上記テナント管理事業者の情報管理サーバ、２６２が上記携帯
無線端末を加入登録させ通信サービスを提供するサービスプロバイダである移動通信事業
者の情報管理サーバ、２６４が上記移動通信事業者の無線基地局、２６５が上記テナント
管理事業者の情報管理サーバと上記移動通信事業者の情報管理サーバの通信を司る通信ネ
ットワーク（本実施の形態ではインターネット等の汎用ネットワークを想定）である。
【０１８３】
２６６が上記移動通信事業者の専用ネットワーク、２６７が上記テナント管理事業者の緊
急情報通報専用ネットワーク、２６００が上記携帯無線端末の通信制限状態を解除するた
めの制御信号（２６０２）を送信する手段と、上記緊急情報通報専用ネットワークを介し
て非常情報（２６０１）を通知する手段を有する建物内非常通信システムであり、建物に
、非常事態（地震・火災・篭城事件等）が生起した際、建物内に在圏する上記携帯無線端
末の通信制限を解除（２６０３、２６０４）することを可能としている。具体的な情報の
流れの例として、非常事態発生時の情報の流れを図２７に、非常事態解除時の情報の流れ
を図２８に示す。
【０１８４】
先ず、非常事態発生時の情報の流れから説明する。
非常事態（地震・火災・篭城事件等）を建物内非常通信システム（２６００）が検出した
（２７０１）際、緊急情報通報システム、緊急情報通報専用ネットワークを介してテナン
ト管理事業者の情報管理サーバ（２６１）に建物（テナント）での非常事態の発生を通知
（２７０２）する。
【０１８５】
また、上記建物内に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の発生に伴う通信制限の解除
を、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限解除情報を通
知（２７０３）する。なお、この際上記建物内非常通信システム（２６００）が、上記建
物内に在圏する携帯無線端末に対して同報制御信号の送信を繰り返すことにより、携帯無
線端末でのバースト受信エラーに起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【０１８６】
また、上記非常事態の発生の通知を受けたテナント管理事業者の情報管理サーバ（２６１
）は、上記の処理に並行して、地域の消防署や警察署等に設置されている地域災害情報セ
ンターサーバ（２６７）に非常事態の発生を自動的に通知（２７０４）する。
【０１８７】
携帯無線端末側で非常事態の発生に起因する通信制限解除を認識（２７０５）した際、上
記携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（２６４、２６６）
に対して、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置
登録処理（２７０６）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“
非常事態発生”情報を付加してある。
【０１８８】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態発生”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態発生”に伴う位置登録処理の実行
を通知（２７０７）する。
【０１８９】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏するテ
ナント（在圏建物の管理者）を検索（２７０８）し、上記テナント管理事業者の情報管理
サーバに対してネットワークを介して上記非常事態発生テナントへの所在者情報として、
上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を提供（２７０９）する。
【０１９０】



(22) JP 5049429 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

上記情報提供を受けた上記テナント管理事業者の情報管理サーバは、上記非常事態発生テ
ナントへの所在者名簿に上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を反映（付
加記憶）させる（２７１０）とともに、上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信
制限が解除されたことを認識し、時刻（年月日情報を含む）とともに記憶（２７１１）す
る。
【０１９１】
次に、非常事態解除時の情報の流れを説明する。
非常事態（地震・火災・篭城事件等）の解除を建物内非常通信システム（２６００）が検
出（２８０１）した際、緊急情報通報システム、緊急情報通報専用ネットワークを介して
テナント管理事業者の情報管理サーバ（２６１）にテナント（建物内）での非常事態の解
除を通知（２８０２）する。
【０１９２】
また、上記テナント（建物内）に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の解除に伴う通
信制限の再開を、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限
再開情報を通知（２８０３）する。なお、この際上記建物内非常通信システム（２６００
）が、上記機内に在圏する携帯無線端末に対して同報制御信号の送信を繰り返すことによ
り、携帯無線端末でのバースト受信エラーに起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【０１９３】
また、上記非常事態の発生の通知を受けたテナント管理事業者の情報管理サーバ（２５１
）は、上記の処理に並行して、地域の消防署や警察署等に設置されている地域災害情報セ
ンターサーバ（２６７）に非常事態の解除を自動的に通知（２８０４）する。
【０１９４】
携帯無線端末側で非常事態の解除に起因する通信制限再開を認識（２８０５）した際、上
記携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（２６４、２６６）
に対して、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置
登録処理（２８０６）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“
非常事態解除”情報を付加してある。
【０１９５】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態解除”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態解除”に伴う位置登録処理の実行
を通知（２８０７）する。
【０１９６】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏するテ
ナント（在圏空間管理者）を検索（２８０８）し、上記テナント管理事業者の情報管理サ
ーバに対してネットワークを介して上記非常事態解除テナントへの所在者情報として、上
記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を提供（２８０９）する。
【０１９７】
上記情報提供を受けた上記テナント管理事業者の情報管理サーバは、上記非常事態解除テ
ナント内所在者名簿に上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を反映（付加
記憶）させる（２８１０）とともに、上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信制
限が再開されたことを認識し、時刻（年月日情報を含む）とともに記憶（２８１１）する
。
【０１９８】
以上説明したように、本実施の形態のシステムは、上述した通信条件制限システムに、上
記携帯無線端末の通信制限状態を解除するための制御信号を送信する手段と、上記緊急情
報通報システム、緊急情報通報専用ネットワークを介して非常情報を通知する手段を有す
る建物内非常通信システムを付加したものである。
【０１９９】
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これにより、通信条件制限を施している統括空間内に在圏する携帯無線端末に対して、非
常事態発生時には通信条件制限の解除、非常事態解除時には通信条件制限の再開をスムー
ズに行なうことを可能とするとともに、非常事態の発生現場に在圏する携帯無線端末の加
入者情報を上記テナント管理事業者の情報管理サーバで入手して管理することにより、非
常事態に巻き込まれている利用者情報把握を迅速に行なうことが可能とすることができる
。
【０２００】
また、消防署や警察署に設置されている地域災害情報データサーバに自動的に連絡を取る
ことを可能とし、非常事態に対する的確な初期対応を迅速に行なうことが可能となる。
【０２０１】
＜第８の実施の形態＞
また、上述した実施の形態において、上記地域災害情報データサーバと上記テナント管理
事業者サーバ間の連係による、上記テナント（建物）近辺で発生の非常事態の情報に従っ
て、通信制限を解除するシーケンスを図２９、通信制限を再開するシーケンスを図３０に
示す。
【０２０２】
先ず、テナント付近非常事態発生時の情報の流れから説明する。非常事態（地震・火災・
篭城事件等）を地域災害情報センターサーバ（２６７）より入手（２９０１）した際、テ
ナント管理事業者情報管理サーバは、非常事態としての対応が必要と判断（２９０２）し
た際、緊急情報通報システムに建物（テナント）近辺での非常事態の発生を通知（２９０
３）する。
【０２０３】
また、上記建物内に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の発生に伴う通信制限の解除
を、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限解除情報を通
知（２９０４）する。なお、この際上記建物内非常通信システム（２６００）が、上記建
物内に在圏する携帯無線端末に対して同報制御信号の送信を繰り返すことにより、携帯無
線端末でのバースト受信エラーに起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【０２０４】
携帯無線端末側で非常事態の発生に起因する通信制限解除を認識（２９０５）した際、上
記携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（２６４、２６６）
に対して、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置
登録処理（２９０６）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“
非常事態発生”情報を付加してある。
【０２０５】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態発生”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態発生”に伴う位置登録処理の実行
を通知（２９０７）する。
【０２０６】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏するテ
ナント（在圏建物の管理者）を検索（２９０８）し、上記テナント管理事業者の情報管理
サーバに対してネットワークを介して上記非常事態発生テナントへの所在者情報として、
上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を提供（２９０９）する。
【０２０７】
上記情報提供を受けた上記テナント管理事業者の情報管理サーバは、上記非常事態発生テ
ナントへの所在者名簿に上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を反映（付
加記憶）させる（２９１０）とともに、上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信
制限が解除されたことを認識し、時刻（年月日情報を含む）とともに記憶（２９１１）す
る。
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【０２０８】
次に、非常事態解除時の情報の流れを説明する。
付近の非常事態（地震・火災・篭城事件等）の解除を地域災害情報センターサーバ（２６
７）より入手（３００１）した際、テナント管理事業者情報管理サーバは、非常事態とし
ての対応が不要と判断（３００２）した際、緊急情報通報システムに建物（テナント）近
辺での非常事態の解除を通知（３００３）する。
【０２０９】
また、上記建物内に在圏する携帯無線端末に対して非常事態の解除に伴う通信制限の再開
を、上記非接触ＩＣカードの無線通信媒体を用いた同報制御信号で通信制限再開情報を通
知（３００４）する。なお、この際上記建物内非常通信システム（２６００）が、上記機
内に在圏する携帯無線端末に対して同報制御信号の送信を繰り返すことにより、携帯無線
端末でのバースト受信エラーに起因する通信制限解除誤りを防ぐ。
【０２１０】
携帯無線端末側で非常事態の解除に起因する通信制限再開を認識（３００５）した際、上
記携帯無線端末は、上記移動通信事業者の公衆移動通信ネットワーク（２６４、２６６）
に対して、上記端末内部の制御プログラム上の無線回線輻輳対応アルゴリズムに従い位置
登録処理（３００６）を行なう。なお、この位置登録処理の理由表示パラメータとして“
非常事態解除”情報を付加してある。
【０２１１】
位置登録処理を上記公衆移動通信ネットワーク行なう際に上記理由表示を参照し、理由が
“非常事態解除”であれは、上記位置登録処理を行った携帯無線端末の加入者情報ととも
に、上記移動通信事業者の情報管理サーバに“非常事態解除”に伴う位置登録処理の実行
を通知（３００７）する。
【０２１２】
上記通知を受取った上記移動通信事業者の情報管理サーバは、上記移動通信事業者情報管
理サーバ内に記憶されている上記通知で入手した加入者情報の携帯無線端末の在圏するテ
ナント（在圏空間管理者）を検索（３００８）し、上記テナント管理事業者の情報管理サ
ーバに対してネットワークを介して上記非常事態解除テナントへの所在者情報として、上
記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を提供（３００９）する。
【０２１３】
上記情報提供を受けた上記テナント管理事業者の情報管理サーバは、上記非常事態解除テ
ナント内所在者名簿に上記携帯無線端末の加入者に関するプロファイル情報を反映（付加
記憶）させる（３０１０）とともに、上記加入者の所持する無線携帯端末に対する通信制
限が再開されたことを認識し、時刻（年月日情報を含む）とともに記憶（３０１１）する
。
【０２１４】
以上説明したように、本実施の形態は、上述した非常通信システムを付加した通信条件制
限システムに、上記消防署や警察署に設置されている地域災害情報データサーバより入手
可能なテナント（建物）近辺の非常事態の発生にも対応した通信機能制限の設定・解除を
自動的に行なうことが可能となる。
【０２１５】
＜第９の実施の形態＞
図３１に、本実施の形態の携帯無線端末通信機能制御システムの一例を示す。この図３１
は、テナント（建物内）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システム（第六実
施の形態のシステム）での料金（通信場所コスト）負担スキームの模式図である。
【０２１６】
３１１が上記携帯無線端末を加入登録させ通信サービスを提供するサービスプロバイダで
ある移動通信事業者の情報管理サーバ、３１２が上記携帯無線端末に対して通信場所を提
供したテナント管理事業者の情報管理サーバ、３１３が上記移動通信事業者の取引金融機
関の情報管理サーバ、３１４が上記テナント管理事業者の取引金融機関の情報管理サーバ
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、３１５が上記サーバ間の情報通信を司るネットワーク（本実施の形態ではインターネッ
トを想定）、３１６が上記金融機関を相互に接続し様々な決済情報の通信を司る金融機関
専用ネットワークである。
【０２１７】
料金（通信場所コスト）の支払の決算日になると（３１０１）、上記移動体通信事業者情
報管理サーバは、内部に記憶している通信記録情報より、通信場所提供者（本実施の形態
ではテナント管理事業者）毎への支払額を算出し、宛先を上記通信場所提供者の指定する
金融機関として上記算出支払い額を支払うことを、自己の取り引き金融機関情報管理サー
バにネットワークを介して要求する（３１０２）。
【０２１８】
上記要求を受付けた上記移動通信事業者の取引金融機関の情報管理サーバは、金融機関の
決済専用ネットワーク（３１６）を介して、指定された金融機関（上記テナント管理事業
者の取引金融機関）の情報管理サーバに対して指定額を支払う（３１０３）。
【０２１９】
上記支払いを受取った上記テナント管理事業者の取引金融機関の情報管理サーバは、上記
移動通信事業者より料金（通信場所コスト）の支払があった旨を、上記テナント管理事業
者の情報管理サーバ３１２に通知（３１０４）する。
【０２２０】
上記通知を受取ったテナント管理事業者の情報管理サーバ３１２は、決算期間内の情報と
して記憶している、上記料金（通信場所コスト）支払元移動通信事業者に加入登録してい
る携帯無線端末の在圏状況（但し、請求項７、８の非常状態の期間は課金対象より除く）
より算出した予想支払い金額と通知された上記料金を比較する（３１０５）。
【０２２１】
金額が一致すれば、上記支払元移動通信事業者に対してネットワークを介して受領通知を
発行（３１０６）し、一致しなければ、再請求と双方の携帯無線端末在圏記録の比較を、
ネットワークを介して要求（３１０７）する。以上により、通信場所提供者が、管理空間
内での携帯無線端末の利用状況を的確に把握し、料金（通信場所コスト）の正当性判定を
自動的に、正確に行なうことが可能となる。
【０２２２】
（他の実施の形態）
上記実施の形態においては、通信機能制限の対象となる携帯型無線通信端末の例として携
帯無線端末、入退出の制御を司るエントランス制御機器の例として自動改札機、チケット
ゲート、回転自動ドア、上記携帯型無線通信端末と上記エントランス機器との間で情報の
授受を行なうための通信媒体の例として、電子チケット等で利用される非接触ＩＣカード
無線通信インタフェースを用い、端末の所在地による通信機能制限を要望する空間（場所
）の管理者が、鉄道会社、航空会社、テナント（建物）管理者の場合における、本実施の
形態の通信機能制限の実施形態を示した。
【０２２３】
この他、通信機能制限の対象となる携帯型無線通信端末が携帯無線端末以外の携帯型無線
情報通信端末（メール端末、Ｗｅｂ端末、無線ＬＡＮ端末等）の場合、入退出の制御を司
るエントランス制御機器が進入方向の特定可能なオートロック機能付の入退出口（進入方
向が規定されている自動ドアや回転ポール式ゲート等）の場合、上記携帯型無線通信端末
と上記エントランス機器との間で情報の授受を行なうための通信媒体が、上記非接触ＩＣ
カード無線通信インタフェース以外の微弱な無線ローカルインタフェース（Bluetooth、 
IrDA 、無線LAN等）の場合であってもシステム構築が可能である。
【０２２４】
また、端末の所在地による通信機能制限を要望する空間（場所）の管理者が本実施の形態
に挙げた業種（鉄道会社、航空会社、テナント（建物）管理者）以外の業種（テーマパー
ク、スタジアム等）の場合にも同様の効果が得られる。
【０２２５】
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（本発明のその他の実施の形態）
なお、以上に説明した本実施形態の各手段は、コンピュータのＣＰＵあるいはＭＰＵ、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭなどで構成されるものであり、ＲＡＭやＲＯＭに記憶されたプログラムが動
作することによって実現できる。したがって、コンピュータが上記機能を果たすように動
作させるプログラムを、例えばＣＤ－ＲＯＭのような記録媒体に記録し、コンピュータに
読み込ませることによって実現できるものである。上記プログラムを記録する記録媒体と
しては、ＣＤ－ＲＯＭ以外に、フロッピーディスク、ハードディスク、磁気テープ、光磁
気ディスク、不揮発性メモリカード等を用いることができる。
【０２２６】
また、コンピュータが供給されたプログラムを実行することにより上述の実施形態の機能
が実現されるだけでなく、そのプログラムがコンピュータにおいて稼働しているＯＳ（オ
ペレーティングシステム）あるいは他のアプリケーションソフト等と共同して上述の実施
形態の機能が実現される場合や、供給されたプログラムの処理の全てあるいは一部がコン
ピュータの機能拡張ボードや機能拡張ユニットにより行われて上述の実施形態の機能が実
現される場合も、かかるプログラムは本発明の実施形態に含まれる。
【０２２７】
また、本発明をネットワーク環境で利用するべく、全部あるいは一部のプログラムが他の
コンピュータで実行されるようになっていても良い。例えば、画面入力処理は、遠隔端末
コンピュータで行われ、各種判断、ログ記録等は他のセンターコンピュータ等で行われる
ようにしても良い。
【０２２８】
　以上説明したように、無線通信サービスを享受する携帯型無線端末に対して、通信場所
管理者の要望に応じた制御を行なうことができる。また、通信場所管理者が統括する所定
の空間内へ進入する時には、上記携帯型無線端末を上記空間管理者が所望する通信機能状
態へ制御できるとともに、規定空間外への退出する時には、上記携帯型無線端末加入者の
所望の通信機能状態への状態制御を自律的に行なうことができ、これにより、制御に応じ
ない携帯型無線端末が上記管理者が統括管理する空間へ進入するのを防止できるとともに
、上記空間からの退出を確実に検出することができる。
【０２２９】
　また、無線エントランスシステムにおいて、自動ゲート装置を通過する携帯型無線端末
情報をリアルタイムで管理することが可能となる。
【０２３０】
　また、非常事態が発生した場合に、携帯型無線端末の通信制限を解除することができる
。
【０２３１】
　また、携帯型無線端末の存在位置に応じた課金処理を行なうようにすることができる。
　また、無線通信サービス提供者との料金決算の際に、上記無線通信サービス提供者の支
払額とユーザ毎の課金額より算出する支払額に応じて、受領書の発行や、再度の料金請求
を自動的に行なうようにすることができる。
【０２３２】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、通信を制限する制限エリアへ進入する人が所有する携
帯型無線端末には、通信場所管理者の要望する通信制限を要求し、前記携帯型無線端末が
前記通信制限に従った通信制限状態であると判別した場合は、前記ゲートを開けた状態に
することにより前記人の前記制限エリアへの進入を許可し、前記通信制限が前記携帯型無
線端末に許容されていないと判別した場合は、前記ゲートを閉めた状態にすることにより
前記人の前記制限エリアへの進入を規制するようにしたので、制限エリア内では通信を制
限するという通信場所管理者の要望に従ったか否かにより、制限エリアへの人の出入りを
制御できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】鉄道会社が所有地（空間）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システ
ムの構成例を示す図である。
【図２】本実施の形態システムに利用する携帯無線端末の機能を説明するブロック図であ
る。
【図３】本実施の形態システム対応の携帯無線端末を携帯して自動改札を通って駅構内に
進入する際のシステムシーケンスチャートである。
【図４】本実施の形態のシステム対応の携帯無線端末を携帯して自動改札を通って駅構内
より退出する際のシステムシーケンスチャートである。
【図５】鉄道会社が所有地（空間）内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システ
ムに、非常事態発生時の強制通信条件解除制御を示す図である。
【図６】鉄道会社設定システムでの非常事態発生時の情報シーケンスチャートである。
【図７】鉄道会社設定システムでの非常事態解除時の情報シーケンスチャートである。
【図８】本実施の形態における通信条件制限のうち、通信種別制限レベルの設定例を示す
図である。
【図９】本実施の形態における通信条件制限のうち、通信情報公開条件レベルの設定例を
示す図である。
【図１０】本実施の形態における通信機能制限要求信号のパラメータ設定例を示す図であ
る。
【図１１】本実施の形態における通信機能制限確認信号のパラメータ設定例を示す図であ
る。
【図１２】本実施の形態における無線端末加入者情報管理アプリケーションとの間の通信
条件制限関連のメッセージ交換例を示す図である。
【図１３】本実施の形態における “無線端末在圏登録要求メッセージ”のパラメータフ
ォーマット例を示す図である。
【図１４】本実施の形態における “無線端末在圏解除要求メッセージ”のパラメータフ
ォーマット例を示す図である。
【図１５】鉄道会社が所有地（空間）内通信機能制限システムでの料金（通信場所コスト
）負担スキームの模式図である。
【図１６】航空会社が設定する空間（搭乗ゲート）内で通信機能制御を実施する際の通信
機能制限システムの構成例を示す図である。
【図１７】本実施の形態システム対応の携帯無線端末を携帯してチケットゲートを通って
搭乗ゲート内に進入する際のシステムシーケンスチャートである。
【図１８】本実施の形態システム対応の携帯無線端末を携帯し、チケットゲート通って搭
乗ゲート内より退出する際のシステムシーケンスチャートである。
【図１９】航空会社が設定する空間内で通信機能制御を実施する際の通信機能制限システ
ムに、非常事態発生時の強制通信条件解除制御を付加したシステムの構成例を示す図であ
る。
【図２０】航空会社設定システムにおいて非常事態発生時の情報シーケンスチャートであ
る。
【図２１】航空会社設定システムでの非常事態解除時の情報シーケンスチャートである。
【図２２】テナント管理者が設定する空間（建物内）で通信機能制御を実施する際の通信
機能制限システムの構成例を示す図である。
【図２３】本実施の形態システム対応の携帯無線端末を携帯して回転自動ドアを通って建
物内に進入する際のシステムシーケンスチャートである。
【図２４】本実施の形態システム対応の携帯無線端末を携帯して回転自動ドア通って建物
内より退出する際のシステムシーケンスチャートである。
【図２５】本実施の形態システム対応の携帯電話端末に対して通信情報内容開示制限が設
定されている際の通信時の制御シーケンス例を示す図である。
【図２６】テナント管理事業者が設定する空間（建物）内で通信機能制御を実施する際の
通信機能制限システムに、非常事態発生時の強制通信条件解除制御を付加したシステムの
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構成例を示す図である。
【図２７】テナント管理事業者が設定するシステムでの非常事態発生時の情報シーケンス
チャートである。
【図２８】テナント管理事業者が設定するシステムでの非常事態解除時の情報シーケンス
チャートである。
【図２９】テナント管理事業者が設定するシステムで付近の非常事態生起通知時の情報シ
ーケンスチャートである。
【図３０】テナント管理事業者が設定するシステムで付近の非常事態解除通知時の情報シ
ーケンスチャートである。
【図３１】テナント管理事業者が管理する空間（建物）内通信機能制限システムでの料金
（通信場所コスト）負担スキームの模式図である。
【符号の説明】
１０　　 壁
１１　　 自動改札機（入口）
１２　　 自動改札機（出口）
１３　　 携帯電話端末（通信機能制限が無い状態）
１５　　 鉄道会社情報管理サーバ
１６　　 移動通信事業者情報管理サーバ
１１１　　入口用非接触ＩＣカード用無線通信インタフェース
１２２　　出口用非接触ＩＣカード用無線通信インタフェース
２０１　　移動通信サービス媒体用無線部
２０２　　移動通信サービス媒体用ベースバンド部
２０３　　キーパッド
２０４　　音声処理部
２０５　　移動通信サービス媒体用無線通信フレーム分解・組立部
２０６　　ＲＡＭ
２０７　　ＲＯＭ
２０８　　制御部
２０９　　電池
２１０　　受話部
２１１　　送話部
２１２　　表示部
２１３　　ＩＣ（ＳＩＭ）カード
２１４　　ローカル無線（非接触ＩＣカード媒体）送受信部
２１５　　ローカル無線（非接触ＩＣカード媒体）エンコーダ・デコーダ
５１　鉄道会社情報管理サーバ
５２　移動通信事業者情報管理サーバ
５３　列車無線システム
５４　移動通信事業者無線基地局
５５　汎用ネットワーク
５６　移動通信用（専用）ネットワーク
５７　列車無線用（専用）ネットワーク
５００　列車非常通報システム
５０１　列車無線システムを介しての非常発生情報信号
５０２　列車内の無線端末に対する、非接触ＩＣカード無線媒体を介しての通信制限解除
信号
５０３　携帯電話端末（通信機能制限が設定されている状態）
５０４　携帯電話端末（通信機能制限が無い状態）
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